
△×

△×

テーパー部撤去①

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱

工　　期 令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日 作成者 中島　強太

リスクアセスメント ＆ 作業手順書

工事名称 2024年度 東海北陸自動車道　高山管内維持修繕業務 作成会社名

作業名称 追越車線規制設置・撤去（車線規制C） 作業手順書 作成年月日 令和4年6月24日

使用機械
使用設備

規制機材運搬車１台、延伸機材運搬車１台 改正年月日 令和6年9月26日

　 標識車１台

保護具 ヘルメット、安全靴、脚絆、マスク、手袋、自発光チョッキ 作　業　順　序

材料 　　発煙筒　5分もの×20本　（使用本数10本・予備10本）
1 基地（事務所）出発前

免　許・資　格
等

(免）(技)(特)(準
特)の区別を記す

現場責任者

使用工具、機器

しらすんだー、からまんでーW、レッドホーンW 協力会社 会社名

落下防止ワイヤー、胴ベルト型安全帯、標識固定用ラチェット 協力会社責任者

自動車運転免許証：準中型免許

2 規制標識（予告）設置
交通誘導警備業務２級以上

3 テーパー設置

自筆サイン

作業人員

①機材運転車：運転手 １名、作業員Ａ １名、作業員Ｂ １名　②延伸機材運搬車：運転手２名
4 ラバーコーン設置

③標識車：運転手 １名（場内監視員）、交通監視員 １名（先端監視員） 合計 7 名

5 ラバーコーン撤去
作業責任者（職長） 周知会実施日 令和4年6月30日

作業手順
(役割を確認してこの作業に関わ

る全員が自筆サインする)
6 テーパー撤去

周知会

参加者

サイン
8 基地（事務所）帰着

（記録）

7 規制標識（予告）撤去

関係者に対策の周知休業４日未満 休業４日以上 死亡・障害を伴う

可

　

能

　

性

 ○：めったに発生しない
○○ ○△ ○× ○△、△○

リスクの見積り

重　　大　　性 組み合わせ リスクの評価 優先度又は実施担当者
○：軽微 △：重症 ×：極めて重大

○○ 　１：極めて小さい

　２：かなり小さい 関係者に対策の指示
　　（５年に１回程度）

○×、△△、×△ 　３：中程度 職長が確認 △：時々発生する
△○ △△ △×

　　（１年に１回程度） △×、×△ 　４：かなり大きい 工事担当責任者が確認
 ×：かなり発生する

×○ ×△ ×× ×× 　５：極めて大きい 十分に訓練をした対策が必要　　（６ヶ月に１回程度）

リスクレベル ５＝十分に訓練をした対策が必要　４＝工事担当責任者が確認　３＝職長が確認　２＝関係者に対策の指示　１＝関係者に対策の周知

　作業項目 手順 急所 リスクの洗い出し 可

能

性

重

大

性

評

価

点

リ

ス

ク

レ

ベ

ル

ミ

ス

・

ロ

ス

リスクの除去・低減のための
実施すべき事項の特定

（　誰　が　） 主なステップ 作業のポイント （予想されるミス・ロス） （防止対策）

準備作業（全員） 作業責任者が作業前日及び作業前ミーティング時確認項目
▽前日確認
・車両点検・積荷確認・作業機材の状態を確認
①規制機材の動作及び数量確認
②「可変速度規制標識」手元操作盤の鍵の確認
③荷台上での落下防止ワイヤー、安全帯の確認
④事前調査による標識等の留め金具の種類の確認（防護柵、橋梁部、TN）
⑤規制図による設置箇所（ＫＰ）の確認
▽当日確認
①車両動作確認（故障の有無、回転灯等の電子機器の点灯）

基地（事務所）出発前 作業人員の確認
（６名体制）

作業責任者の選出（1名） 構成員の中から1名定める

規制運搬車の人員確認（３名） 運転手 1名、作業員A 1名、作業員B 1名

規制運搬車の人員確認（２名） 運転手 1名

標識車の人員確認（２名） 運転手 1名、交通監視員 1名

車両編成及び
役割分担の確認

先頭車両（機材運搬車）
トラック荷台のあおりが破損し落下及び怪我
をする

△ △ △△ 3 安 正常に可動するかの確認

後続車両（標識車） 車両故障により、不備がでる × 〇 ×〇 3 安 車両点検の実施・確認

作業前ミーティング
装備機器及び
危険退避合図方法の決定

バック及び車両誘導時、作業員と接触する △ × △× 4 安 交通監視員と作業員は、危険退避行動を促す合図方法の確認

(責任者が作業分担を確認) 危険回避時、機器不良により車両と接触す
る

△ × △× 4 安 合図は、警笛及びしらすんだー等の機器とし正常に作動するかの点
検・確認も実施

△△ 3 公 車両動作確認（故障有無、回転灯等の電子機器の点灯）

(責任者が作業分担を確認)
規制機材確認不足による設置位置の不備 △ △

規制資機材の確認
車両点検・積荷確認・作業
機材の状態確認

電子機器の不備により点灯不良 △ △

△△ 3 公 規制機材の動作及び数量確認

可変標識変更未設置に伴う切替不良 △ △ △△ 3 公 「可変式速度標識規制標識」手元操作盤鍵の確認

コーン設置時、落下ワイヤー未設置による
荷台より転倒する

× × ×× 5 安 荷台上での落下防止ワイヤー、安全帯の確認
※「とまるぞー」「とまる君」は作業班にて原則運搬をする

規制箇所及び規制簿の確認
作業前日及び作業前
ミーティングにて確認

調査不足により、設置種類を間違える △ 〇 △〇 2 公 事前調査による標識等の留め金具種類の確認
（防護柵、橋梁部、TN）

(責任者が作業分担を確認)
指定箇所の位置に設置が出来ない △ 〇 △〇 2 公 規制図による設置箇所（KP）の確認

規制標識（予告）設置 規制開始の連絡
車線規制専用ダイヤルに
て、開始連絡を行う

指定連絡が滞り設置が出来ない 指定連絡を確実に実施・連絡を行う

(責任者が作業分担を確認)

①一宮道路管制センター　（℡　0586-76-1138）
②制御指令室　（℡　0586-81-2892）
③高速隊　羽島管制及び高山分駐隊
※郡上八幡IC～白川郷ICまで　羽島管制【一宮道路管制センターより繋いでもらう】（℡　058-398-1595）
※高鷲IC～白川郷ICまで　　 高山分駐（℡　0577-67-3088）

△× 4 公

最寄りのSA・PA・内プラザにて荷台シートの取り外しを行う
※荷台ロープ設置は必ず実施
ロープ取り外し作業は、路肩内にて実施

規制看板１枚目
上流５００ｍ手前にて
回転灯、標示板を表示し
後続車へ注意喚起を行い
路肩流入

後続車への注意喚起が遅れる又は線
形等で分からずに追突させる

△ ×

・規制標識設置開始
規制材運搬車、標識車
車両構成にて実施

荷台シートの取り外し 本線路肩内にて荷台シートを取り外す
際、一般車に追突接触される

△ ×

△× 4 安

道路線形等を考慮して、５００ｍ以上手前からの喚起実施
道路線形や気象状況が悪い場合は、1ｋｍ以上手前より実施
標識設置箇所停車時の車両間隔　最小にて約２０ｍ程度
霧等が濃い場合は、作業を一時中止又は中断を検討する

規制標識の設置開始
①作業員A
②作業員B
③交通監視員1名

規制標識設置時、一般車両通過時の
風圧により共用側に倒れる

△ × △× 4 公
標識は作業員A１名がGr支柱に対して上流側に正
対し一般車の動向に注視しつつ持ち、作業員B１名
がブラケットで標識を堅固に取り付ける

規制標識荷下ろし及び設置時、一般車
両に接触及び追突される

△ × △× 4 安
標識等の荷解き、荷下ろし等を行う場合は原則とし
てGr側（路肩）あるいは後方とし走行車線側からは
決して行わない

各車両の運転手は基本的に降車しないが、線形の悪い箇所での場合はこの限りではない

　
テーパー部設置①

仮テーパー設置
発煙筒（５分もの）を使用
仮テーパー部を設置

交通監視員１名は
テーパー開始地点の約
40ｍ手前矢印板３枚から
100ｍ上流側へ移動し
発煙筒５本により仮テー
パーを設置する
この際、作業員Aが下流
側で交通監視を実施する。

設置時、一般車両に追突される。
発煙筒の燃えカスが草木に接触し火災が発
生する。

△ × △×

異常車両発見時は作業員へ退避行動を促す
しらすんだー等により合図を発信するとともに予め確認した
退避場所に退避する（作業員、保安員）

矢印板は、１６枚にて20ｍ
間隔で走行車線を絞り込
みを行う

作業員Aは、交通監視員
の合図を受けて、矢印板
等の設置作業を開始する

車両から手渡しにて実施する際、規制機材
にて指等をつめて怪我をする

△ △ △△

4 安

交通監視員及び作業員は、危険退避する場所を事前に確認
※発炎筒の燃えカスは、撤去しないが完全に消火するまでは
監視する。
発炎筒の着火部反対端を足でつぶし転がりを防止する。
※火災発生時は速やかに下記の連絡先へ連絡を実施する
第1報　一宮道路管制センター（℡ 0586-81-2913）
第2報　中日本HMN名古屋㈱高山事業所（℡ 0577-67-3830）

テーパー設置
矢印板（高輝度）を使用し
て、テーパー部を設置

交通監視員１名は、矢印
板設置箇所の上流側60ｍ
～100ｍ程度はなれて一般
車に注意喚起を行う

設置時及び移動時、一般車両が規制作業
に気がつかずに追突・接触する

× × ××

①ピカポンは、矢印板の
１・８・１５枚目に設置

作業員A１名が矢印板と
土嚢をGr側（路肩）あるい
は後方より下ろし
作業員B１名が線形に合
わせて設置

車線側にて作業時、一般車両の風圧により
機材が転倒し接触する

△ △ △△

5 安

3 安

誘導員の監視指示により、一般車両の通行切れ目を確認
して設置を行う
重量物を荷下し、運搬する際は２名以上にて実施する

②ウルトラ・アイは、矢印板
の３枚目に設置

③i光太郎・i花子は、矢印
板の１４枚目付近に設置

④標識車は、i光太郎・i花
子後方50ｍ程度下流　矢
印板１６枚目に設置

⑤ピカドラは、標識車上流
矢印板１６枚目に設置

⑥標識車停車後、ハンドル
切り、サイドブレーキ、車止
め等基本動作を行う

3 安

作業員A・Bにて事前に手渡し時の合図の確認を決める

×× 5 安

　
一般車両の動向を十分注視し、誘導員を必ず配置し車両
の切れ目を確認後行う

　
セーフティーバー（安全停
止バー）の設置を行う

　
交通監視員は、所定の位
置（標識車より100ｍ下流）
にて監視活動を開始

　
セーフティーバー設置後、後退時の車両（工
事用・一般車）に接触する × ×

　
テーパー部設置②

　
テーパー設置完了後
一般車の動向確認を実施
する

　
作業責任者は一般車がス
ムーズに追越車線へ移行
しているか暫く動向に注意
する

　
動向確認実施後、修正する際に一般車両と
接触する × ×

×× 5 安

　
先端監視員　後方100ｍに設置を行い、車両の移動距離
を考慮した立ち位置にて行う

ラバーコーン設置 作業人員の確認
（４名体制）

設置手順の役割分担

(責任者が作業分担を確認) 運転手 １名：機材運搬車

作業員A １名：作業員
Bからラバーコーンを受
けもらい、路上に設置

雨や汗等にて、滑りやすく本線に落下
させる

△ △ △△ 3 公

・滑りにくい手袋の選定及び着用する（ゴムラバー付き）
・ラバーコーン上部に滑止めゴムが装着されているものを
使用する
・作業員Aの疲労状況を考慮し、設置作業の交代を検討す
る

作業員B １名：荷台か
らラバーコーンを作業
員Aへ手渡す

作業員同士での、コーン受け渡し作業
時に誤って転倒する △ △ △△ 3 公

荷台の上での転倒防止対策を行い、親綱・安全帯の
着用を行う

交通監視員 １名：荷台
上にて、一般車へ注意
喚起を行う（延伸時は
赤色灯に変更）

ラバーコーン設置時、通行車とトラック
が接触する 〇 × 〇× 3 安

車両接近時は、交通監視員の合図の元　黄旗にて
注意喚起を実施すると共に作業員への避難回避誘
導を実施する

役割分担を元に
ラバーコーンを設置
（延伸車含む）

作業員Aは手渡された
ラバーコーンを中央破
線寄りの路上に設置

設置時に、一般車両と接触する
△ × △× 4 公

設置時は十分、一般車の動向に注視し設置を行い
不安全な状況時は作業を一時中止し規制材運搬車
より身体を一般車通行帯に出さないよう注意して作

設置速度が速い余りに、ラバーコーン
が転倒する

△ △ △△ 3 公 運搬車は10ｋｍ/ｈ～20km/hでコーンを上流側から
下流側にむけて所定の間隔で設置する（20ｍ間隔）

作業方法を変更した際、作業員が荷台
上より落下する

〇 ×

誘導員を配置し、一般車両の動向に十分注意し行う
修正完了後、作業責任者の指示により交通監視員
が合図し車両発進する

〇× 3 安 受け渡し方法など動作を変更する場合は一旦停車
し、全員で確認後に合図で再開する

道路線形と同様に設置
されているか目視確認
し、必要があれば修正
を行う

修正作業時、一般車両と接触する

〇 ×

光っこ設置 ラバーコーンに光っこを
設置する

設置時に、一般車両と接触する
〇 ×

〇× 3 安

〇× 3 安
設置時は、作業員Aの指示により作業車両を停止。
設置後、作業責任者の指示により交通監視員が合
図し、発進作業再開

可変速度標識
切り替え

規制区間　可変速度
標識の切り替えを実
施する

切り替え作業時に車線横断する際に一
般車と接触する △ × 4 安

車両横断時は、誘導員の合図の元　安全を確認したの
ちに横断する

可変速度標識に気づかずに通過する △ △ △△ 3 安 可変速度標識変更時の役割分担
※規制材回収者１名と監視員１名　計２名で変更する

3 安
可変速度標識位置、停車時
『ラバーコーン２本』を設置し、ラバーコーン取り忘れ対
策を行う(極力スーパーコーンを設置)

ラバーコーン設置完了後、
規制END箇所に解除看板
の設置を行う

作業員A・B及び交通
監視員にて設置を行う

設置作業時、一般車と接触する。
〇 × 〇×

△ △ △△

3 安
END看板設置時も、一般車両へ正対にて行い緊急
時は事前に決めた避難場所へ逃げる

ラバーコーン撤去 作業人員の確認
（４名体制）

設置手順の役割分担

(責任者が作業分担を確認) 運転手 １名：機材運搬車

作業員A １名：路上の
ラバーコーン回収し、一
般車の走行する反対側
の方向で荷台作業員Ｂ
に手渡す

雨や汗等にて、滑りやすく本線に落下
させる

△ △ △△ 3 公

・滑りにくい手袋の選定及び着用する（ゴムラバー付
き）　　　　　　　・ラバーコーン上部に滑止めゴムが装
着されているものを使用する
・作業員Aの疲労状況を考慮し、設置作業の交代を
検討する

作業員B １名：作業員
Aから、ラバーコーンを
受取り荷台上にて整理
する

作業員同士での、コーン受け渡し作業
時に誤って転倒する △ △ △△ 3 公

荷台の上での落下防止対策を行い、親綱・安全帯の
着用を行う

交通監視員 １名：荷台
上にて、一般車へ注意
喚起を行う（撤去時は
赤色灯に変更）

ラバーコーン設置時、通行車とトラック
が接触する 〇 × 〇× 3 安

車両接近時は、交通監視員の合図の元　黄旗にて
注意喚起を実施すると共に作業員への避難回避誘
導を実施する

役割分担を元に
ラバーコーンを撤去
（延伸車含む）

・作業開始の発進は作業
員Aの合図により実施
・作業員Aはハッキリとした
合図を運転手に送り、決し
て運転の妨げになるよう

急発進時、荷台上の作業員が転倒又
は、落下する危険

△ △ △△ 3 安

・発進時は、必ず作業合図者の指示の元に行い運
転手の判断では行わない
・作業員Aは一般車から出来るだけ視線を外さず、
規制材運搬車より身体を一般車通行帯に出さない

撤去時に、一般車両と接触する
△ × △× 4 公

設置時は十分、一般車の動向に注視し設置を行い
不安全な状況時は作業を一時中止し規制材運搬車
より身体を一般車通行帯に出さないよう注意して作

設置速度は速い余りに、ラバーコーン
が転倒する

△ △ △△

受け渡し方法など動作を変更する場合は一旦停車
し、全員で確認後に合図で再開する

光っこ設置 ラバーコーンに光っこを
撤去する

撤去時に、一般車両と接触する

〇 × 〇×

3 公 運搬車は10km/h～15ｋｍ/hでコーンを上流側から下
流側にむけて所定の間隔で撤去する（20ｍ間隔）

作業方法を変更した際、作業員が荷台
上より落下する

〇 × 〇×

可変速度標識
切り替え

規制区間　可変速度
標識の切り替えを実
施する

切り替え作業時に車線横断する際に一
般車と接触する

△ × 4 安

3 安

車両横断時は、誘導員の合図の元　安全を確認したの
ちに横断する

可変速度標識　切り替え後、車両直近
（死角も含む）のラバーコーンの回収を忘
れる △ △ △△ 3 安

可変速度標識変更時の役割分担
※規制材回収者１名と監視員１名　計２名で変更する

3 安
設置時は、作業員Aの指示により作業車両を停止
設置後、作業責任者の指示により交通監視員が合
図し、発進作業再開

3 安

可変速度標識位置
『ラバーコーン２本』 を撤去する
作業再開前に全員で車両周囲確認を行うこと

仮テーパー設置
発煙筒（５分もの）を使用
して、仮テーパー部を設置

交通監視員１名は
テーパー開始地点から
100ｍ上流側へ移動し、
発煙筒５本により仮
テーパーを設置する
この際、作業員Aが下
流側で交通監視を実施
する。

設置時、一般車両に追突される。
発煙筒の燃えカスが草木に接触し火災が発
生する。

△ × △× 4

△ △ △△

安

交通監視員及び作業員は、危険退避する場所を事前に確認
※発炎筒の燃えカスは、撤去しないが完全に消火するまでは
監視する。
発炎筒の着火部反対端を足でつぶし転がりを防止する。
※火災発生時は速やかに下記の連絡先へ連絡を実施する
第1報　一宮道路管制センター（℡ 0586-81-2913）
第2報　中日本HMN名古屋㈱高山事業所（℡ 0577-67-3830）

テーパー撤去
矢印板（高輝度）
テーパー部を撤去

交通監視員１名は、矢印
板設置箇所の上流側60ｍ
～100ｍ程度はなれて一般
車に注意喚起を行う

設置時及び移動時、一般車両が規制作業
に気がつかずに追突・接触する

× × ×× 5 安

異常車両発見時は作業員へ退避行動を促す
しらすんだー等により合図を発信するとともに予め確認した
退避場所に退避する（作業員、保安員）

矢印板は、１６枚を下流側
より撤去する

作業員Aは、交通監視員
の合図を受けて、矢印板
等の撤去作業を開始する

撤去移動時、規制機材に躓き転倒する
一般車両と接触する △ △ △△ 3 安

撤去時は一般車両へ正対にして実施する
作業員は、交通監視員からの合図により予め確認した退
避場所に退避する

3 安

・作業員A・Bにて事前に手渡し時の合図の確認を決める
・機材運搬車及び標識車は、可能な限り路肩側によって規
制機材を積み込む

撤去積込み撤去完了後、
路肩内にて飛散防止対策
を行う

路肩幅の広い場所を選
定し実施する

車線側にて荷締め作業時、一般車と
接触する

△ × △× 4

作業員Aより手渡しにて
規制機材を受け取る

作業員Bは、荷台上に
て作業員Aより規制機
材を受け取り整頓する

手渡しから車両に渡す際、規制機材にて指
等をつめて怪我をする △ △ △△

安
車線側にて荷締めを実施する際は、極力控える事と
しやむを得ず実施する際は必ず交通監視員の監視
の元作業を実施する（作業員、保安員）

規制標識（予告）撤去
・規制標識撤去開始
規制材運搬車、標識車
車両構成にて実施

規制看板１枚目
上流５００ｍ手前にて
回転灯、標示板を表示し
後続車へ注意喚起を行い
路肩流入

後続車への注意喚起が遅れる又は線
形等で分からずに追突させる

△ × △× 4 安
道路線形等を考慮して、５００ｍ以上手前からの喚起実施
標識設置箇所停車時の車両間隔　最小にて約２０ｍ程度
霧等が濃い場合は、作業を一時中止も検討する

規制標識の設置開始
①作業員A
②作業員B
③交通監視員1名

規制標識設置時、一般車両通過時の
風圧により共用区間に倒れる

△ × △× 4 公
標識は作業員A１名がGr支柱に対して上流側に正
対し一般車の動向に注視しつつ持ち、作業員B１名
がブラケットで標識を取り付外す

規制標識荷下ろし及び設置時、一般車
両に接触及び追突される

△ × △× 4 安
標識等の荷積み、荷締め等を行う場合は原則として
Gr側（路肩）あるいは後方とし走行車線側からは決
して行わない

指定連絡を確実に実施・連絡を行う

(責任者が作業分担を確認)
①一宮道路管制センター　（℡　0586-76-1138）
②制御指令室　（℡　0586-81-2892）
③高速隊　羽島管制及び高山分駐隊
※郡上八幡IC～白川郷ICまで　羽島管制【一宮道路管制センターより繋いでもらう】（℡　058-398-1595）
※高鷲IC～白川郷ICまで　　 高山分駐（℡　0577-67-3088）

各車両の運転手は基本的に降車しないが、線形の悪い箇所での場合はこの限りではない

規制終了の連絡
車線規制専用ダイヤルに
て、開始連絡を行う

指定連絡が滞り設置が出来ない

△× 4 安

・交通監視員の誘導の元、ロープ掛けは路肩側にて
行い、走行車線側にははみ出さない
・シート掛けについては、最寄りのSA・PA又はICにて
行う事

(責任者が作業分担を確認)

基地（事務所）帰着 荷台規制材　養生
撤去完了後、荷台養生
を実施する

全て積込み完了後、荷台上にてロープ
及びシート掛けをする際、共用区間側
にて行い一般車と接触する

△ ×

運転手
交通監視員

作業員Ｂ

作業員Ａ

運転手
交通監視員

作業員Ｂ

作業員Ａ


